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（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

８ 短期入所生活介護費（１日につき） ８ 短期入所生活介護費（１日につき）
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イ 短期入所生活介護費 イ 短期入所生活介護費

⑴ 単独型短期入所生活介護費 ⑴ 単独型短期入所生活介護費

㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 648単位 ａ 要介護１ 620単位

ｂ 要介護２ 719単位 ｂ 要介護２ 687単位

ｃ 要介護３ 791単位 ｃ 要介護３ 755単位

ｄ 要介護４ 862単位 ｄ 要介護４ 822単位

ｅ 要介護５ 931単位 ｅ 要介護５ 887単位

㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 722単位 ａ 要介護１ 687単位

ｂ 要介護２ 791単位 ｂ 要介護２ 754単位

ｃ 要介護３ 863単位 ｃ 要介護３ 822単位

ｄ 要介護４ 932単位 ｄ 要介護４ 889単位

ｅ 要介護５ 1,000単位 ｅ 要介護５ 954単位

⑵ 併設型短期入所生活介護費 ⑵ 併設型短期入所生活介護費

㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 612単位 ａ 要介護１ 579単位

ｂ 要介護２ 683単位 ｂ 要介護２ 646単位

ｃ 要介護３ 755単位 ｃ 要介護３ 714単位

ｄ 要介護４ 825単位 ｄ 要介護４ 781単位

ｅ 要介護５ 895単位 ｅ 要介護５ 846単位

㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 686単位 ａ 要介護１ 646単位

ｂ 要介護２ 755単位 ｂ 要介護２ 713単位

ｃ 要介護３ 826単位 ｃ 要介護３ 781単位

ｄ 要介護４ 896単位 ｄ 要介護４ 848単位

ｅ 要介護５ 964単位 ｅ 要介護５ 913単位

ロ ユニット型短期入所生活介護費 ロ ユニット型短期入所生活介護費

⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費 ⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費

㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 751単位 ａ 要介護１ 718単位

ｂ 要介護２ 821単位 ｂ 要介護２ 784単位

ｃ 要介護３ 895単位 ｃ 要介護３ 855単位

ｄ 要介護４ 965単位 ｄ 要介護４ 921単位

ｅ 要介護５ 1,034単位 ｅ 要介護５ 987単位
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㈡ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 751単位 ａ 要介護１ 718単位

ｂ 要介護２ 821単位 ｂ 要介護２ 784単位

ｃ 要介護３ 895単位 ｃ 要介護３ 855単位

ｄ 要介護４ 965単位 ｄ 要介護４ 921単位

ｅ 要介護５ 1,034単位 ｅ 要介護５ 987単位

⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費 ⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費

㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 715単位 ａ 要介護１ 677単位

ｂ 要介護２ 785単位 ｂ 要介護２ 743単位

ｃ 要介護３ 859単位 ｃ 要介護３ 814単位

ｄ 要介護４ 929単位 ｄ 要介護４ 880単位

ｅ 要介護５ 998単位 ｅ 要介護５ 946単位

㈡ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 715単位 ａ 要介護１ 677単位

ｂ 要介護２ 785単位 ｂ 要介護２ 743単位

ｃ 要介護３ 859単位 ｃ 要介護３ 814単位

ｄ 要介護４ 929単位 ｄ 要介護４ 880単位

ｅ 要介護５ 998単位 ｅ 要介護５ 946単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た 労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た

すものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業 すものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業

所（指定居宅サービス基準第121条第１項に規定する指定短期入 所（指定居宅サービス基準第121条第１項に規定する指定短期入

所生活介護事業所をいう。以下同じ（同条第２項の規定の適用 所生活介護事業所をいう。以下同じ（同条第２項の規定の適用

を受けるもの及び同条第４項に規定する併設事業所を含むにお を受けるもの及び同条第４項に規定する併設事業所を含むにお

いて、指定短期入所生活介護（指定居宅サービス基準第120条に いて、指定短期入所生活介護（指定居宅サービス基準第120条に

規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じを行った場合 規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じを行った場合

に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基 に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基

準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それ 準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それ

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務 ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務

条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97 条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97

に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若 に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若

しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当す しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当す

る場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 る場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

２ ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない ２ ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない
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場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を 場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を

算定する。 算定する。

３ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業 ３ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー 療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー

ジ指圧師（以下この注において「理学療法士等」というを１名 ジ指圧師（以下この注において「理学療法士等」というを１名

以上配置しているもの（利用者の数（指定居宅サービス基準第12 以上配置しているもの（利用者の数（指定居宅サービス基準第12

1条第２項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又 1条第２項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又

は同条第４項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護 は同条第４項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護

事業所にあっては、利用者の数及び同条第２項の規定の適用を受 事業所にあっては、利用者の数及び同条第２項の規定の適用を受

ける特別養護老人ホーム（老人福祉法第20条の５に規定する特別 ける特別養護老人ホーム（老人福祉法第20条の５に規定する特別

養護老人ホームをいう又は指定居宅サービス基準第124条第４ 養護老人ホームをいう又は指定居宅サービス基準第124条第４

項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下 項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下

この注３において同じが100を超える指定短期入所生活介護事 この注３において同じが100を超える指定短期入所生活介護事

業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理 業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理

学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者 学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者

を機能訓練指導員として常勤換算方法（指定居宅サービス基準第 を機能訓練指導員として常勤換算方法（指定居宅サービス基準第

２条第７号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活 ２条第７号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活

介護費の注４において同じで利用者の数を100で除した数以上 介護費の注４において同じで利用者の数を100で除した数以上

配置しているもの）として都道府県知事に届け出た指定短期入所 配置しているもの）として都道府県知事に届け出た指定短期入所

生活介護事業所については、１日につき12単位を所定単位数に加 生活介護事業所については、１日につき12単位を所定単位数に加

算する。 算する。

（新設） ４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定短期入所生活介護の利用者に対して、機

能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、１日に

つき56単位を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上

配置していること。

⑵ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資する

よう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成

していること。

⑶ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とす
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る機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状

況に応じた機能訓練を適切に提供していること。

⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓

練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪

問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容

と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等

を行っていること。

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして ５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、 都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、

当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数 当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。 を所定単位数に加算する。

⑴ 看護体制加算(Ⅰ) ４単位 ⑴ 看護体制加算(Ⅰ) ４単位

⑵ 看護体制加算(Ⅱ) ８単位 ⑵ 看護体制加算(Ⅱ) ８単位

（新設） ６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、別に

厚生労働大臣に定める状態にあるものに対して指定短期入所生活

介護を行った場合は、医療連携強化加算として、１日につき58単

位を所定単位数に加算する。ただし、ニの在宅中重度者受入加算

を算定している場合は、算定しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所生活介護費における医療連携強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の

注５の看護体制加算(Ⅱ)を算定していること。

ロ 利用者の急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期

的な巡視を行っていること。

ハ 主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協

力医療機関を定め、緊急やむを得ない場合の対応に係る取り決め

を行っていること。

ニ 急変時の医療提供の方針について、利用者から合意を得ている

こと。
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※ 別に厚生労働大臣が定める状態の内容は次のとおり。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注６

の厚生労働大臣が定める状態

次のいずれかに該当する状態

イ 喀痰吸引を実施している状態
か く た ん

ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

ハ 中心静脈注射を実施している状態

ニ 人工腎臓を実施している状態

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施

している状態

ヘ 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
ぼ う こ う

ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
ろ う

チ 褥瘡に対する治療を実施している状態
じ よ く そ う

リ 気管切開が行われている状態

５ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する ７ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する

基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生 基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生

活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、１日に 活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、１日に

つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位 ⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位

⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位 ⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位

６ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での ８ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での

生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用すること 生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用すること

が適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行っ が適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行っ

た場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１ た場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１

日につき200単位を所定単位数に加算する。 日につき200単位を所定単位数に加算する。

７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 ９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、若年 府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、若年

性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、 性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、

若年性認知症利用者受入加算として１日につき120単位を所定単 若年性認知症利用者受入加算として１日につき120単位を所定単

位数に加算する。ただし、注６を算定している場合は、算定しな 位数に加算する。ただし、注８を算定している場合は、算定しな

い。 い。

８ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこと 10 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこと

が必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生 が必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生

活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を 活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を
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所定単位数に加算する。 所定単位数に加算する。

９ 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護 11 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護

費又は併設型短期入所生活介護費を支給する場合は、それぞれ、 費又は併設型短期入所生活介護費を支給する場合は、それぞれ、

単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を

算定する。 算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判 イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判

断した者 断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用

する者 する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の 重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の

必要があると医師が判断した者 必要があると医師が判断した者

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県 12 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画におい

知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し指 て計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急

定短期入所生活介護を行った場合は、緊急短期入所体制確保加算 に行った場合は、緊急短期入所受入加算として当該指定短期入所

として、１日につき40単位を所定単位数に加算し、当該指定短期 生活介護を行った日から起算して７日（利用者の日常生活上の世

入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、居 話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日）を

宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短 限度として、１日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、

期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算と 注８を算定している場合は、算定しない。

して当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して７日（利

用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情が ※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は次のとおり。

ある場合は、14日）を限度として、１日につき60単位を所定単位 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注12

数に加算する。ただし、緊急短期入所受入加算については、注６ の厚生労働大臣が定める者

を算定している場合は、算定しない。また、当該事業所において、 利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所(

連続する３月において緊急短期入所受入加算を算定しなかった場 指定居宅サービス等基準第百二十一条に規定する指定短期入所生活

合は、当該連続する３月の最終月の翌月から３月の間に限り緊急 介護事業所をいう。第二十五号において同じの介護支援専門員が、

短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は、算定しない。 緊急に指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準第百二十条

に規定する指定短期入所生活介護をいう。第二十号ににおいて同じ

を受けることが必要と認めた者

11 指定居宅サービス基準第121条第２項の規定の適用を受ける指 13 指定居宅サービス基準第121条第２項の規定の適用を受ける指

定短期入所生活介護事業所に係る注３の規定による届出について 定短期入所生活介護事業所に係る注３の規定による届出について

は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平 は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平

成12年厚生省告示第21号）別表指定施設サービス等介護給付費単 成12年厚生省告示第21号）別表指定施設サービス等介護給付費単

位数表（以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という 位数表（以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という
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の規定により、注３の規定による届出に相当する介護福祉施設サ の規定により、注３の規定による届出に相当する介護福祉施設サ

ービスに係る届出があったときは、注３の規定による届出があっ ービスに係る届出があったときは、注３の規定による届出があっ

たものとみなす。 たものとみなす。

12 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けて 14 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けて

いる場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所 いる場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所

生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。 生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。

（新設） 15 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介

護を行った場合は、１日につき30単位を所定単位数から減算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める利用者の内容は次のとおり。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注15

の厚生労働大臣が定める利用者

連続して三十日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入

所（指定居宅サービス基準第百二十四条に掲げる設備及び備品を利

用した指定短期入所生活介護以外のサービスによるものを含むし

ている場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者

ハ 療養食加算 23単位 ハ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事

に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介 に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、 護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、

１日につき所定単位数を加算する。 １日につき所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている

こと。 こと。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の

食事の提供が行われていること。 食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指 ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指

定短期入所生活介護事業所において行われていること。 定短期入所生活介護事業所において行われていること。

ニ 在宅中重度者受入加算 ニ 在宅中重度者受入加算

注 指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用して 注 指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用して

いた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理 いた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理

等を行わせた場合は、１日につき次に掲げる区分に応じ、それぞ 等を行わせた場合は、１日につき次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ所定単位数を加算する。 れ所定単位数を加算する。

イ 看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合（看護体制加算(Ⅱ)を算定 イ 看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合（看護体制加算(Ⅱ)を算定

していない場合に限る 421単位 していない場合に限る 421単位
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ロ 看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合（看護体制加算(Ⅰ)を算定 ロ 看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合（看護体制加算(Ⅰ)を算定

していない場合に限る 417単位 していない場合に限る 417単位

ハ 看護体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)をいずれも算定している場合 413単位 ハ 看護体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)をいずれも算定している場合 413単位

ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位 ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位

ホ サービス提供体制強化加算 ホ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対 府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対

し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区 し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、 分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に 次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 ⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準第百

二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をい

う。以下同じの介護職員（当該指定短期入所生活介護事業所

が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を

受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養

護老人ホームの介護職員。以下同じの総数のうち、介護福祉

士の占める割合が百分の六十以上であること。

⑵ 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準のいずれにも該

当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護

福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適
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合すること。

⑴ 指定短期入所生活介護事業所の看護師若しくは准看護師又は

介護職員（以下「看護・介護職員」という（当該指定短期入

所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二

項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっ

ては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員）の総数のう

ち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。

⑴ 指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準第百二十条

に規定する指定短期入所生活介護をいうを利用者に直接提供

する職員（当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービ

ス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老

人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入

所者に対して介護福祉施設サービスを直接提供する職員）の総

数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以

上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ヘ 介護職員処遇改善加算 ヘ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介 短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介

護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年３月 護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年３月

31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ 31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、 し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位

数の1000分の59に相当する単位数

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位

数の1000分の25に相当する単位数 数の1000分の33に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑵より算定した単位数の100分の90

90に相当する単位数 に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑵により算定した単位数の100分の
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80に相当する単位数 80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除くの改善（以下「賃金改善」

というに要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定

見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基

づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定短期入所生活介護事業所において、⑴の賃金改善に関す

る計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職

員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作

成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ている

こと。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに

介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告するこ

と。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇

用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関す

る法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定短期入所生活介護事業所において、労働保険料（労

働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八

十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ

の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。
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㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

９ 短期入所療養介護費 ９ 短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費 イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費

⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 ⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費

㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）（抄）【平成二十七年八月一日施行（予定）】
（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

別表 別表

指定居宅サービス介護給付費単位数表 指定居宅サービス介護給付費単位数表

１～７ （略） １～７ （略）

８ 短期入所生活介護費（１日につき） ８ 短期入所生活介護費（１日につき）

イ 短期入所生活介護費 イ 短期入所生活介護費

⑴ 単独型短期入所生活介護費 ⑴ 単独型短期入所生活介護費

㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略）

㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 687単位 ａ 要介護１ 640単位

ｂ 要介護２ 754単位 ｂ 要介護２ 707単位

ｃ 要介護３ 822単位 ｃ 要介護３ 775単位

ｄ 要介護４ 889単位 ｄ 要介護４ 842単位

ｅ 要介護５ 954単位 ｅ 要介護５ 907単位

⑵ 併設型短期入所生活介護費 ⑵ 併設型短期入所生活介護費

㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略）

㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 646単位 ａ 要介護１ 599単位

ｂ 要介護２ 713単位 ｂ 要介護２ 666単位

ｃ 要介護３ 781単位 ｃ 要介護３ 734単位

ｄ 要介護４ 848単位 ｄ 要介護４ 801単位

ｅ 要介護５ 913単位 ｅ 要介護５ 866単位

ロ～ヘ （略） ロ～ヘ （略）

９～11 （略） ９～11 （略）




